基本手当（一般被保険者の失業給付）の延長給付について

延長給付とは、一定の事由により就職が困難な者は、通常の所定給付日数分の基本手当の支給が終了する段階で再就職ができないことが考えられるので、これら就職困難者に対し、所定給付日数分の基本手当終了後も基本手当を受給期間と給付日数を延長して支給し保護を図る制度です。

この制度には３種類があります。

1、 広域延長給付

2、 全国延長給付

3、 訓練延長給付

　ここでは３の「訓練延長給付」について説明をしたいと思います。

訓練延長給付は、所定給付日数終了後における訓練受講中の生活を保障することで、受給資格者の公共職業訓練等の受講を容易にし、技能を付与することにより、積極的に再就職の促進を図ることを目的とした制度です。
①公共職業訓練等を受ける為に待期している期間を対象に９０日を限度に加算

②公共職業訓練等を受けている期間を対象に２年を限度に加算
　公共職業訓練等の期間が２年を超えるものは除かれます。

③公共職業訓練等を受け終わっても、なお就職が相当程度に困難な者については、その訓練終了後の期間を対象に３０日を限度に加算

　訓練等受講終了日における基本手当の支給残日数が３０日に満たない者が延長給付の対象となり、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数の限度は、３０日支給残日数を差し引いた日数となる。
